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はじめに

エネルギー安定供給の確保に向け、海外からの資源確保に

加えて、海外からの供給途絶時に備えるための石油備蓄の推

進、災害時にエネルギー供給を継続するための災害対応能力

の強化、過疎地域での安定供給を含むエネルギー供給を担

う国内産業基盤の確保等、総合的な政策を展開しています。

2013年12月に公布・施行された「強くしなやかな国民生活の

実現を図るための防災・減災等に資する国土強靱化基本法（平

成25年法律第95号）」により、2014年6月に策定され、2023年7

月に見直しが行われた「国土強靱化基本計画」等に基づき、国

内エネルギー供給網の強靱化を推進しました。

第 1節
石油備蓄等による海外からの供給危機
への対応強化

石油備蓄政策については、国内の石油需要や様々なリスク

等を勘案して、緊急時を想定した訓練や、産油国やアジア消

費国との協力強化等の取組を進めています。また、産油国共

同備蓄事業として、サウジアラビアやUAE、クウェートの国

営石油会社に対して、商用原油の拠点として日本国内の原油

タンクを貸し出し、供給危機が発生した際には日本の石油会

社が優先して原油供給を受けられる枠組みを構築していま

す。

こうした取組を進めている中、2022年2月に発生したロシ

アによるウクライナ侵略に起因する国際エネルギー市場の深

刻な需給ひっ迫に対応するため、IEAは、同年3月と4月に二

度の閣僚会合を開催し、石油備蓄放出の協調行動について合

意しました。これを受けて、日本は、民間備蓄石油の放出

（1,350万バレル）に加えて、「石油の備蓄の確保等に関する法

律（昭和50年法律第96号）」（以下「石油備蓄法」という。）第31条

に基づき、国家備蓄石油の放出（900万バレル）を行いました。

石油備蓄法に基づく国家備蓄石油の放出は、1978年の国家備

蓄制度の創設以来、初めてのことでした。なお、民間備蓄石

油については、2023年度においても引き続き、備蓄義務量の

引き下げを実施しています。

また、国際社会の環境・エネルギー分野における脱炭素化

の進捗状況を踏まえ、備蓄のあり方に関する中間的レビュー

を行うため、2023年11月に、新たに「石油備蓄のあり方検討会」

を設置しました。この検討会では、備蓄日数、備蓄基地の今

後の修繕のあり方、新燃料の貯蔵による備蓄基地の活用等に

ついて議論を行い、2024年3月に「中間とりまとめ」を行いま

した。

LPガス備蓄については、2013年3月に2つの国家備蓄基地が

完成し、計5基地体制となりました。同年8月末には、新しい

2基地にLPガスを備蓄するため、米国からシェールガス随伴

のLPガスを積んだ第一船が入港しました。その後、順調に

備蓄増強を進め、2017年11月には倉敷基地への備蓄増強が完

了しました。これにより、輸入量の50日分程度に相当する国

家備蓄目標を達成しました。その後、2018年2月には、民間

備蓄義務日数を40日へと引き下げました。

〈具体的な主要施策〉

1．�国家石油備蓄の管理委託等

　� �【2023年度当初：876.2億円】

約4,300万klの国家備蓄石油及び国内10か所の国家備蓄基地

について、国から委託を受けたJOGMECが統合管理を行い、

緊急時における国家備蓄石油の機動的な放出を可能にすべ

く、放出体制の確保、油種入替及び緊急時放出訓練等を実施

しました。

2．�産油国共同石油備蓄事業費補助金事業

　� �【2023年度当初：51.6億円】

日本は、国家備蓄の他にも、主要な原油輸入先であるUAE

のアブダビ国営石油会社（以下「ADNOC」という。）、サウジ

アラビア国営石油会社（以下「サウジアラムコ」という。）、ク

ウェート石油公社に対して日本国内の原油タンクを貸与し、

それぞれの国営石油会社が所有する原油を国内に蔵置して

います。2009年12月からは、鹿児島県のENEOS喜入基地にお

いてADNOCと共同備蓄事業を開始（開始当初：約60万kl）し、

2011年2月からは、沖縄県の沖縄石油基地においてサウジア

ラムコと共同備蓄事業を開始（開始当初：約60万kl）しました。

また、2020年12月からは、クウェート石油公社と共同備蓄事

業を開始（約50万kl）しました。

平時には、各国営石油会社の東アジア向けの原油供給・備

蓄拠点として、当該タンクとタンク内の原油は商業的に活用

されますが、日本への石油供給量が不足するような危機時に

は、タンク内の原油を日本の石油会社が優先的に購入できる

こととなっています。

本事業が、産油国との関係を強化することや、沖縄等の地

域が産油国にとって東アジア向けの原油供給拠点になるこ

と等、様々な副次的な意義も有する事業であることに鑑み、

これまでも事業の延長や拡充を行ってきました。最近では、

2020年1月に、ADNOCとの間で事業の延長及び貸与タンクの

30万klの拡充について合意し、2020年度からは130万klの原油

タンクを貸与する体制となりました。2022年12月には、サウ
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ジアラムコとの間でも、原油タンク貸借等に係る契約の更新

を行い、これまで同様、130万klの原油タンクを貸与する体

制となっています。

3．�国家石油ガス備蓄の管理委託等

　� �【2023年度当初：223.0億円】

国内5か所の国家備蓄基地について、国から委託を受けた

JOGMECが一元的に管理を行い、緊急時における国家備蓄石

油ガスの機動的な放出を可能にすべく、緊急時放出訓練等を

実施しました。

4．�備蓄石油・石油ガス購入資金への支援

石油備蓄法に基づき、石油精製業者、特定石油販売業者、

石油輸入業者、石油ガス輸入業者に対して備蓄義務（石油：

63日、石油ガス：40日）を課していますが、この備蓄義務は、

これらの民間企業に対して膨大なコスト負担を強いるもので

あることから、JOGMECによる備蓄石油・石油ガス購入資金

の低利融資を実施しました。

第 2節
「国内危機」（災害・エネルギー価格高
騰等）への対応強化

1．�供給サイドの強靱化

（1）�石油・LPガスの供給網の強靱化

石油・LPガスについては、相次ぐ大規模災害の経験を教

訓として、大規模災害の発生時においても石油・LPガスの

供給を早期に回復させることを目的に、ハード・ソフトの両

面で対策に取り組んでいます。

ハード面の対策としては、東日本大震災以降、製油所や

SSといった石油供給拠点の災害対応能力強化に対する支援

や、国家石油製品備蓄の増強を行っています。具体的には、

南海トラフ巨大地震や首都直下型地震等の大規模災害時に

も、石油供給能力を維持するため、製油所等における耐震化・

液状化対策や大雨・高潮等対策、製油所や油槽所、SS等に

おける非常用発電機等の導入、SSにおける地下タンクの入

換・大型化等への支援等を行いました。また、2024年1月に

発生した令和6年能登半島地震によって被害を受けたSS、油

槽所、LPガス供給施設については、補修・入替工事等の復

旧支援を行うことを決定しました。

ソフト面の対策として、資源エネルギー庁では、石油備蓄

法に基づく「災害時石油供給連携計画」の円滑な実行に向けた

訓練を実施しています。2023年度は、内閣府、地方自治体、

石油業界等と連携して、机上訓練や燃料供給の実動訓練を実

施しました。また、防衛省・自衛隊との間では、民間のタン

クローリー等による燃料輸送が困難な状況や、自衛隊の活動

用燃料の確保が困難な状況を想定した緊急時燃料供給に係る

訓練を実施しました。例えば、2023年5月には陸上自衛隊中

部方面隊・四国経済産業局・高知県等が連携した訓練を、同

年9月には陸上自衛隊東部方面隊・関東経済産業局・相模原

市等が連携した訓練を、2024年2月には陸上自衛隊北部方面

隊・北海道経済産業局・北海道等が連携した訓練を実施しま

した。

加えて、石油精製・元売会社が、南海トラフ巨大地震や首

都直下型地震等の大規模災害を想定して、製油所からタンク

ローリーの運送会社、系列SSに至るまでの系列供給網全体

を包含する「系列BCP」を策定し、外部有識者による定期的な

格付け審査等の取組を通じて、石油精製・元売各社の災害対

応能力の強化を推進しています。2023年度は、石油精製・元

売各社における系列BCPの内容や訓練の取組状況について、

業界内での横展開及び共有を行い、不断の見直しを促しまし

た。

SSについては、SSの災害対応能力を強化するため、東日

本大震災以降に整備した災害時に緊急車両等に優先給油を行

う「中核SS」等において、災害時における店頭混乱回避のた

めのオペレーション訓練や研修会を開催するとともに、自治

体主催の防災訓練において自衛隊と連携しつつ、緊急車両等

への優先給油や小型タンクローリーによる重要施設への燃料

配送の訓練を行いました。

LPガスについては、「災害時石油ガス供給連携計画」に基

づき、連携計画の実効性を担保すべく、実際の災害を想定し

た訓練を実施するとともに、中核充塡所の新設や機能拡充に
対する支援を行いました。また、訓練内容については、特定

石油ガス輸入業者等を中心とした各地域の「中核充塡所委員
会」で議論し、課題の整理及び解決策の検討を行いました。

さらに、各地域の中核充塡所委員会の代表等により組織する
「中核充塡所連絡会」において、全国横断的な課題の解決及び
情報共有を図りました。

（2）�東西の周波数変換設備や地域間連系線の強化

2011年3月に発生した東日本大震災では、大規模電源が被

災する中、東西の周波数変換設備（FC）や地域間連系線の容

量に制約があり、広域的な電力融通を十分にできませんでし

た。このため、不足する電力供給を十分に手当てすることが

できず、国民生活に大きな影響を与えました。

これを踏まえ、総合資源エネルギー調査会総合部会電力シ

ステム改革専門委員会が2013年2月にとりまとめた報告書で

は、周波数変換設備や地域間連系線の増強の必要性が提言

されました。周波数変換設備については、120万kWから210万

kWまでの増強工事を行い、2021年3月に運用を開始しました。

また、さらに300万kWまで増強するため、広域機関において、

増強に関する計画（広域系統整備計画）が2016年6月に策定さ

れました。2027年度の使用開始に向け、工事が着工していま

す。他の地域間連系線の増強についても、取組が進められ

ています。東北東京間連系線については、2027年度の使用開

始に向けて、455万kWの増強を行う工事が行われており、北

海道本州間連系設備についても、2027年度の使用開始に向け

て、90万kWから120万kWまでの増強を行う工事が行われてい

ます。

さらに、広域機関では、再エネの大量導入とレジリエンス
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強化に向けて、全国大の送電ネットワークの将来的な絵姿を

示すマスタープランを2023年3月29日に策定・公表しました。

今後、このマスタープランを踏まえて、全国大での系統整備

を計画的に進めていきます。

（3）�電気・ガス設備の自然災害等への対策等の検討

2019年9月に関東地方に上陸した台風15号では、東京電力

管内において、鉄塔2基の倒壊事故や1,996本の電柱が倒壊・

損傷する事故が生じ、千葉県を中心に最大で約93万戸の大規

模停電が発生しました。これを受け、電力の安定供給の確保

の観点から、台風等の自然災害による送配電インフラの事故

原因を究明し、より一層強靱な送配電設備を構築していくた

め、有識者会議での議論を経て、2020年3月に対策の方向性

をとりまとめました。これを踏まえ、2020年度には、今回の

鉄塔倒壊事故の要因となった突風が発生する特殊箇所に係る

技術基準の改正及び必要な補修工事等を実施しました。さら

に、地域の実情に応じた風速を考慮した技術基準への見直し

を行うとともに、見直しにあわせた鉄塔の総点検を各電力会

社に要請し、各電力会社では必要な補強工事を完了していま

す。また、電柱についても、鉄塔の基準強化にあわせて、技

術基準を見直しました。

また、2022年12月22日から24日にかけて続いた降雪により、

北海道紋別地方において、鉄塔1基が倒壊する事故が発生し

ました。この鉄塔倒壊事故は、異常着雪に加え、鉄塔両側の

電線に標高差があり、着雪量が著しく不均等となっていたこ

とが原因でした。これを受け、これまでは「降雪の多い地域」

で着雪対策を求めていましたが、専門組織による分析結果を

踏まえ、「着雪厚さの大きい地域」において着雪対策を実施す

ることを、技術基準の解釈において明確化しました。また、

異常着雪時想定荷重に耐える強度を求める対象として、今回

の鉄塔と同様の地理的条件を満たす鉄塔を追加しました。さ

らに、今回の鉄塔倒壊事故と同様の気象・地理的条件にある

鉄塔について、必要に応じた対策や改修等が実施するよう、

各電力会社に要請を行いました。

ガスについては、これまでも被災地域内外の事業者間連携

により、迅速な導管網の復旧に取り組んできましたが、今後

は南海トラフ巨大地震や首都直下型地震といったさらなる大

規模地震のリスクも懸念されることから、ガス事業法におい

て、一般ガス導管事業者に対して「災害時連携計画」を作成す

る義務を課し、災害時における具体的な連携内容についての

規定や、経済産業大臣による計画変更勧告・計画実施勧告の

規定を設ける等の法整備を2022年に行いました。また、日本

ガス協会が、大規模地震を想定した被害状況報告訓練を地方

部会ごとに実施しました。

（4）�令和6年能登半島地震への対応

（再掲　第1部第2章第2節　参照）

〈具体的な主要施策〉

①�次世代燃料安定供給のためのトランジション促進事業

（再掲　第5章第2節　参照）

②�石油製品形態での国家備蓄の確保

東日本大震災の発生直後、被災地を中心に円滑な石油供給

に支障をきたした反省から、石油製品の形態（ガソリン・灯油・

軽油・A重油）での国家備蓄の増強に取り組みました。2014年

度から2016年度にかけては、石油備蓄法に基づく「災害時石

油供給連携計画」を策定する単位である全国10ブロックごと

に、各ブロック内の石油製品需要の4日分の備蓄が蔵置され

るよう、貯蔵設備の増強を行いました。

③�災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備事

業費

（再掲　第5章第2節　参照）

④�離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事

業費（うち過疎地等における石油製品の流通体制整備事業）

（再掲　第5章第2節　参照）

⑤�高圧ガス設備の耐震対策の促進

今後想定される大規模地震に対する高圧ガス設備の耐震性

向上のため、高圧ガス設備の耐震設計手法のさらなる高度化

（高圧ガス設備の液状化対策の参考となる指針のとりまとめ

に向けた検討、高圧ガス設備のレベル2耐震性能評価法の見

直しに関する検討等）に向けた調査研究を行いました。

⑥�石油・ガス等供給に係る保安対策調査等委託費

　� �【2023年度当初：4.5億円】

石油・ガスの安定供給、資源の合理的開発、石油・ガスの

精製・供給・消費等に係る保安の確保を図るため、石油精製

プラントや都市ガス・LPガス等の事故情報の調査や、業務

用ガス燃焼機器の安全性向上対策に係る調査、石油・天然ガ

ス開発先進国である米国や欧州等における保安規制の実態調

査等を実施しました。

⑦�休廃止鉱山鉱害防止等工事費補助事業

　� �【2023年度当初：21.0億円、2023年度補正：11.0億円】

採掘活動終了後の金属鉱山等について、地方公共団体等が

事業主体となって行う鉱害防止事業に要する費用の一部を補

助し、人の健康被害、農作物被害、漁業被害等の深刻な問題

（鉱害）の防止を図りました。

⑧�都市ガス分野の災害対応・レジリエンス強化に係る支援事

業

　� �【2023年度当初：2.0億円】

一般ガス導管事業者の災害時連携計画の効果を高めること

を通じて、都市ガス分野における災害対応・レジリエンスを

強化するため、災害時における復旧作業等の迅速化に資する
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機器や設備の導入を行う中小規模の一般ガス導管事業者に対

して、その費用の一部の補助を行いました。

2．�需要サイドへの支援

災害時には、道路等の交通網や都市ガス導管、送電網の寸

断により、安定的なエネルギー供給が困難となる事態が発生

することが予想されます。このため、災害時に電力やガスの

供給が途絶えた場合にも機能の維持が求められる社会的重要

インフラ（避難所や医療・福祉施設等）においては、自家発電

設備等を稼働させるための燃料を自衛的に備蓄しておくこと

が重要です。そのため、避難所等の社会的重要インフラに対

し、LPガスタンクや石油タンク等の導入を支援しました。

また、世界情勢を背景としたエネルギー価格の上昇による

家庭や企業等の負担を軽減するため、政府は、燃料油価格、

電気料金・都市ガス料金への支援を実施しました。

〈具体的な主要施策〉

（1）�災害時に備えた社会的重要インフラへの自衛的な燃料備

蓄の推進事業費補助金

　� �【2023年度当初：42.8億円、2023年度補正：20.0億円】

災害や停電等により、電力・都市ガスの供給が途絶した場

合であっても、エネルギーの安定供給を確保するため、避難

所等の社会的重要インフラにおける燃料備蓄を推進するた

め、LPガスタンクや石油タンク等の導入を支援しました。

（2）�燃料油価格激変緩和対策事業

　� �【2022年度予備費：2,774億円、2022年度第1次補正：11,655

億円、2022年度予備費：12,959億円、2022年度第2次補正：

30,272億円、2023年度補正：1,532億円】

原油価格高騰への対策として、農業・漁業・運輸業等の業

種別の対策等に加え、時限的・緊急避難的な燃料油価格激変

緩和対策事業を行いました。この事業は、新型コロナ禍から

の経済回復や一部の産油国における生産停滞等により、世界

的に石油の需給がタイトになったこと等を背景としたガソリ

ン価格の上昇を受け、2022年1月より原資の支給を開始して

います。具体的には、ガソリン価格の全国平均が基準価格以

上の場合、円建ての原油価格の変動による卸価格上昇分につ

いて補助を行うことで、燃料油（ガソリン・軽油・灯油・重

油等）の価格を抑制するというものであり、これまで最大で1

リットル当たり41.4円の支給を行っています。

2023年1月以降は、段階的に補助の枠組みを縮減しながら

措置を講じていましたが、同年夏頃から産油国における自主

減産が本格化し、為替の動向も相まって、レギュラーガソリ

ンの全国平均価格が過去最高額を記録した状況を踏まえて、

同年9月からは補助額や補助率を見直した新たな激変緩和措

置を講じました。さらに、同年11月2日に閣議決定された「デ

フレ完全脱却のための総合経済対策」では、「緊迫化する国際

情勢及び原油価格の動向など経済やエネルギーをめぐる情勢

等を見極め、柔軟かつ機動的に運用しつつ、措置を2024年4

月末まで講ずる」こととされました。その後、中東情勢の緊

迫化等を背景とした今後の価格高騰リスクや様々な経済情勢

を見極めるため、2024年4月末までとしていた激変緩和措置

を、一定期間延長することとしました。

（3）�電気・ガス価格激変緩和対策事業

　� �【2022年度第2次補正：31,074億円、2023年度補正：6,416億円】

2022年のロシアによるウクライナ侵略等に伴い、LNGや石

炭の価格が高騰し、その影響を受ける形で電気・ガス料金も

上昇する中で、家計や企業の負担を軽減するための緊急対応

として、小売事業者等を通じて電気・都市ガスの使用量に応

じた料金の値引きを2023年1月から2024年5月まで実施しまし

た。

（4）�小売価格低減に資する石油ガス配送合理化補助金

　� �【2022年度補正：137.7億円】

石油ガスの小売価格低減に資するため、液化石油ガス販売

事業者の人手不足の解消や配送業務の効率化を図る観点か

ら、遠隔でのガス栓の開閉や遠隔検針が可能なスマートメー

ター、配送車両、充塡所の自動化等に資する設備等の導入支
援を行い、液化石油ガス販売事業者の経営体質の強化を図り

ました。

（5）�小売価格低減に資する石油ガス設備導入促進補助金

　� �【2022年度補正：15.7億円】

石油ガスの小売価格低減に資するため、需要家側の石油ガ

スタンクの大型化等による購入コストの低減や燃料備蓄を推

進する観点から、石油ガスタンク等の導入支援を行い、液化

石油ガス販売事業者のコスト低減を図りました。

第 3節
平時における安定供給の確保
緊急時のみならず、平時においても、過疎地等も含めた地

域での石油製品の安定供給を確保するため、地下タンクの大

型化に伴う入換等による配送合理化への支援等の施策を講じ

ました。

〈具体的な主要施策〉

1．�災害時に備えた地域におけるエネルギー供給拠点の整備

事業費

（再掲　第5章第2節　参照）

2．�離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事

業費（うち離島のガソリン流通コスト対策事業）

【2023年度当初：43.4億円の内数】

本土のSSと比べ、ガソリン調達に要する輸送コストが割

高となる離島のSSが、島民等にガソリンを販売する際、実

質的なガソリン小売価格が下がるようにするため、輸送コス

トに対する支援措置を講じました。また、離島のSSが行う
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ガソリン販売に関する検査や、設備等の導入及び補修に対す

る補助を行いました。

3．�離島・SS過疎地等における石油製品の流通合理化支援事

業費（うち離島への石油製品の安定・効率的な供給体制の

構築支援事業）

　� �【2023年度当初：43.4億円の内数】

離島における地域の実情を踏まえた具体的な供給体制のあ

り方を検討するために、自治体や事業者等を中心としたコン

ソーシアムによる協議会を開催し、離島における石油製品の

流通合理化や安定供給体制を構築する取組等に対して支援を

行いました。


